
 

 

   

 酒気を帯びて車両を運転する

おそれのある者に、酒類を提供

したり、飲酒を 

すすめたりしては 

いけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運転者が酒気を帯びている

ことを知りながら、要求・依頼

をしてその車両 

に同乗してはい 

けません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

●0.15㎎以上 0.25㎎未満 

（呼気１ℓ中のアルコール濃度） 

●0.25㎎以上 

 酒気を帯びている者で、飲酒

運転をするおそれのある者に、

車両を提供 

してはいけ 

ません。 

  

● 運動機能が低下する 

● ブレーキ操作やハンドル操作が遅れる 

● 危険の察知が遅れ、とっさの状況に対応できない 

● 気が大きくなり、速度超過や乱暴な運転をする 

● 人や他車の動き、信号の変化等を見落としたり、 

見誤ったりする 

● アルコールには、脳の働きを麻痺させる 

● 集中力・注意力・判断力がにぶる 

● 気が大きくなり理性や自制心を失う 

● 平衡感覚がにぶる 

● 動体視力が落ち、視野が狭くなる 


